
（平成２２年１月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認鹿児島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

鹿児島国民年金 事案 605 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 43年３月まで 

    私は、20 歳になった時に、役場から国民年金に加入するようにとの連絡

があったので、私の夫と一緒に国民年金の加入手続を行い、以後、国民年

金保険料を欠かさず納付してきた。私の夫と二人一緒に国民年金保険料を

納付していたはずなのに、私の国民年金保険料のみが最初の一年間だけ未

納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、12 か月と短期間である上、申立人は、国民年金加入

期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、納

付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料として納付したとする金額は、

当時の国民年金保険料額と一致している上、申立人と連番で国民年金手帳記

号番号が払い出されているその夫については、申立期間の国民年金保険料が

納付済みとされており、申立人の国民年金保険料のみが未納とされているこ

とは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

    

 



鹿児島厚生年金 事案 382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日は、昭和 26 年７

月１日であると認められることから、申立人の当該事業所における資格取得日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年７月１日から 27年１月１日まで 

           ： ② 昭和 27年５月15日から 28年９月まで 

私は昭和 25年５月から 28年９月までの間、飲食店に派遣されて継続して

勤務していたにもかかわらず、社会保険庁（当時）では、この途中の申立期

間①及び②における厚生年金保険の加入記録が無いとしている。 

私は両申立期間中、派遣元のＡ社又はＢ社のいずれかの事業所に勤務して

いたのは間違いないので、厚生年金保険に加入していたはずである。 

    両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、オンライン記録では、申立期間①直前の昭和 25 年

５月１日から 26 年７月１日までの間のＢ社における加入記録、並びに申立期

間①及び②の間の27年１月１日から同年５月15日までの間のＡ社における加

入記録が、社会保険事務所（当時）において、平成 20年８月 25日付けで、申

立人の基礎年金番号に統合されていることが確認できるところ、申立人に係る

厚生年金保険被保険者台帳等では、Ａ社における加入記録は申立期間①を含む

昭和 26年７月１日から 27年５月 15日までの期間であることが確認できるこ

とから、申立人が申立期間①において、申立事業所における厚生年金保険の被

保険者であったことが認められる。 

なお、申立期間①に係る標準報酬月額については、未統合の昭和 26 年７月



１日の社会保険庁（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間②については、Ａ社は昭和30年12月１日付けで適用事業所で

はなくなっている上、元事業主も既に死亡していることなどから、当該期間に

おける申立人の勤務実態はもとより、厚生年金保険の加入状況等が不明である。 

また、申立人は元同僚の名前を記憶していないことから、申立人の勤務状況

等について供述を得ることができなかった。 
さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿等で

は、申立人の被保険者記録が、オンライン記録どおり、昭和 26 年７月１日か

ら 27年５月 15日までの間、確認できるのみであり、申立期間②において、申

立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

鹿児島国民年金 事案 606 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年８月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年８月から 57年３月まで 

申立期間については、国民年金保険料を納付していたが、厚生年金保険

期間と重複していたとして、納付した国民年金保険料の３万 6,000円は、

還付済みとされている。私は申立期間の国民年金保険料の還付金を受け取

っていないため、還付済みとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、申立人が主張するとおり、国民年金保険料が納付さ

れていることが確認できるものの、当該期間は厚生年金保険の加入期間と重

複しているため、国民年金保険料の納付済期間とすることはできないことか

ら、国民年金保険料の還付処理を行うことについて不自然さは見られない。  

 また、申立人の国民年金被保険者台帳では、申立期間の国民年金保険料３

万 6,000 円が昭和 57 年６月 28 日付けで還付処理された記載が確認できる上、

当該記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する国民年金保険料の

還付を疑わせる事情も見当たらない。  

 さらに、申立人から聴取しても、国民年金保険料の還付金を受け取った記

憶が無いというほかに還付されていないことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。  

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。  

 



鹿児島厚生年金 事案 383 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年３月から 20年３月まで 

私は申立期間中、Ａ社のＢ事業所で研修生として勤務していたにもかかわ

らず、社会保険庁（当時）では、当該期間における厚生年金保険の加入記録

が無いとしている。 

私は、申立事業所に昭和 19年３月に入社し、20年３月に帰郷するまで勤

務していたことは間違いなく、また、同時期に入社した元同僚には当該事業

所に係る加入記録があるとのことなので、私も加入していたはずである。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の申立人と異なる部署で勤務していたとする元同僚の供述から、申立人

が申立期間当時、同社のＢ事業所に在籍していたことがうかがえる。 

しかし、オンライン記録等では、Ａ社のＢ事業所は適用事業所として確認で

きない。 

また、Ａ社及び同社本社では、申立期間当時の人事関係書類及び社会保険関

係書類は保管していないため、当該期間における申立人の勤務実態はもとより、

当該期間に係る厚生年金保険の加入状況、保険料の控除状況等は不明としてい

る。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間及び

その前後に、申立人の氏名は無い上、申立期間当時にＢ事業所で勤務していた

として申立人が挙げる元同僚２人の氏名も無い。 

加えて、厚生年金保険法の施行によって被保険者となることとなった女子の

労働者については、被保険者期間（保険料控除期間）は昭和 19年 10月１日か



ら起算されるため、申立期間のうち、19 年３月から同年９月までの期間につ

いては、被保険者とはならない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給料から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鹿児島厚生年金 事案 384 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月１日から 47年12月８日まで 

             ② 昭和 48年９月30日から 49年３月31日まで 

             ③ 昭和 49年７月１日から 50年８月29日まで 

             ④ 昭和 51年７月１日から 52年９月５日まで 

             ⑤ 昭和 53年３月23日から 62年１月まで 

私は昭和 44年３月から 62年１月までの間、私の父親が立ち上げたＡ社に

勤めていたにもかかわらず、社会保険庁（当時）では、申立期間①から⑤ま

での期間について、厚生年金保険の加入記録が無いとしている。 

私は全申立期間を通して、Ａ社から給与を支給されており、私の父親が社

会保険に加入させると言っていたので、厚生年金保険に加入しているはずで

ある。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録等では、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の厚生年金保

険の加入記録が、申立期間①直前の昭和 44年３月５日から同年３月 31日まで

の期間及び申立期間④と⑤の間の 52年９月５日から 53年３月 23 日までの期

間の２回確認できるところ、Ｂ社が保管する申立事業所に係る被保険者資格喪

失確認通知書等では、当該事業所が社会保険事務所（当時）に対し、申立人に

係る被保険者資格について、オンライン記録どおり、１つ目の加入記録の喪失

日を 44年３月 31日付けとして、また、２つ目の加入記録の取得日を 52年９

月５日付け、喪失日を 53年３月 23日付けとして届け出ていることが確認でき

る。 



また、Ｂ社では、これらの通知書等のほかに、申立人に係る関係資料を保管

していないとしているため、全申立期間における申立人の厚生年金保険の加入

状況、保険料の控除状況等が不明である。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、申立人の被保

険者資格が、社会保険庁のオンライン記録どおりとなっていることが確認でき

るのみであり、全申立期間について、申立人の氏名は無く、整理番号の欠番も

見られないことから、申立人の被保険者資格記録が欠落したとは考え難い。 

加えて、雇用保険の被保険者情報では、全申立期間について、申立人の雇用

保険の加入記録が確認できない。 

このほか、申立人の全申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として全申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鹿児島厚生年金 事案 385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年11月 17日から36年４月 10日まで 

② 昭和 36年４月 15日から同年11月 12日まで 

申立期間①については、Ａ社（現在は、Ｃ社）に、申立期間②については、

Ｂ社に勤務していたにもかかわらず、社会保険庁（当時）では、いずれの期

間にも厚生年金保険の加入記録が無いとしている。 

私は、両事業所で運転手として勤務していたのは間違いないので、厚生年

金保険に加入していたはずである。 

両申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｃ社では、同社が保管する申立事業所に係る社会保

険の加入台帳には、当該期間及びその前後において、申立人の氏名は確認でき

ないとしている上、このほかに申立期間当時の人事関係書類は保管していない

としているため、申立人の申立事業所における勤務実態は不明である。 

また、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人が

挙げた元同僚の氏名が確認できない上、別の複数の元同僚は、「申立事業所で

は、入社後１年間は厚生年金保険に加入させてもらえなかった。」などと供述

していることなどを踏まえると、当該事業所では申立期間①当時、一部の従業

員については、入社後、直ちには厚生年金保険に加入させていなかったことが

うかがえる。 

さらに、当該名簿では、申立期間①及びその前後に、申立人の氏名は無く、

整理番号の欠番も見られないことから、申立人の被保険者資格記録が欠落した

とは考え難い。 



申立期間②については、オンライン記録等では、当該期間当時にＢ社Ｄ支店

という名称の適用事業所が確認できるところ、当該事業所を引き継ぐ同社Ｅ支

店では、同社が保管している当該期間及びその前後の期間の申立事業所に係る

被保険者資格取得届等には、申立人の氏名は確認できないとしている上、その

ほかに申立期間当時の人事関係書類は保管していないとしているため、申立人

の申立事業所における勤務実態は不明である。 

また、Ｂ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿上の複数の元同

僚からは、申立てを裏付ける供述等は得られず、うち一人の元同僚は、「申立

事業所の入社後、２、３か月は厚生年金保険に加入させてもらえなかった。」

と供述していることなどを踏まえると、当該事業所では申立期間②当時、一部

の従業員については、入社後、直ちには厚生年金保険に加入させていなかった

ことがうかがえる。 

さらに、当該名簿では、申立期間②及びその前後に、申立人の氏名は無く、

整理番号の欠番も見られないことから、申立人の被保険者資格記録が欠落した

とは考え難い。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


